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住民生活のグローバル化や家族形態の変化に対応する 

住民基本台帳制度等のあり方に関する研究会 

中間報告 

 

第１ 検討の背景及び検討に向けた考え方 

１．検討の背景 

（１）「グローバル化社会」「インターネット社会」への対応 

   ○ 現在、約134万人の日本国民が海外に永住・長期滞在をしている。

これは住民基本台帳法（昭和 42 年（1967 年）施行）が制定された

昭和40年代前半頃と比較すると約４倍の規模となっている。 

   ○ インターネットの人口普及率は83.5％（2016年）となり、インタ

ーネットを活用した取引も近年急増している。 

   ○ 政府において閣議決定された累次の「世界最先端 IT 国家創造宣

言」等においては、「安全・安心を前提としたマイナンバー制度の活

用」として、在留届など海外在留邦人の情報管理業務におけるマイ

ナンバーの利用や、住民票を有しない海外在留邦人への個人番号カ

ードの交付について検討を進めることとされている。 

○ 海外においても、国内の各種行政機関等に対して行う手続が数多

く存在し、基本的には郵送により実施されている。同閣議決定等に

おいては、海外転出後の公的個人認証機能の継続利用等のサービス

の実現に向けて検討を進めることとされている。 

   ○ 海外在留邦人からは、将来的な姿として、在外投票においてイン

ターネット投票を可能とすべき、との声もある。 

 

（２）「ライフスタイルや家族形態の変化」への対応 

   ○ 所有者不明土地問題について、政府、与党、民間の検討会議にお

いて、不動産登記簿に記録されている土地所有者の住所情報を基に

真の土地所有者を探索・特定していく過程で、住民票の除票及び戸

籍の附票の除票（以下「住民票等の除票」という。）の情報を活用し

ているが、当該除票の保存期間が５年であるために真の土地所有者

を探索することができない場合があることから、「除票の保存期間５

年を延長すべき」、「５年を超えて除票を保存している市町村におい

て除票が廃棄されないようにすべき」との意見・指摘がある。 

   ○ また、65歳以上人口の割合（高齢化率）、65歳以上の一人暮らし
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高齢者数、生涯未婚率、各年の婚姻件数に対する離婚件数の比率、

孤独死の数といった統計の推移を見ると、いずれも上昇・増加傾向

にあり、今後もその傾向が見込まれることから、個人の一生におい

て一人で暮らすことが多くなることも想定される。 

○ 個人の一生において一人で暮らすことが多くなるなど、ライフス

タイルの変化に伴い、社会経済活動の様々な場面で自らが誰なのか

を証明するよう求められるケースが多くなるものと考えられる。 

○ また、所有者不明土地問題においては、今後も真の土地所有者を

探索することが難しい状態が続くおそれがある。超高齢社会が本格

化し、孤独死も増加するなどにより、これまでの家族形態が更に大

きく変化することが想定され、誰からも個人の一生を公証・確認さ

れることができなくなるおそれがある。 

 

２．検討に向けた考え方 

（１）「グローバル化社会」「インターネット社会」への対応 

○ マイナンバーは、住民票コードを基礎として生成され、住民票コ

ードと１対１対応で管理されるものであることから、海外転出時に

住民票が消除された場合は、その基礎を失うこととなり、マイナン

バーカードも失効することとされている。 

（再度国内に転入する時には、本人確認の上、海外転出前のマイナ

ンバーを引き継ぐこととされている。） 

○ 電子証明書についても、海外転出時に住民票が消除されることに

伴い、失効することとされている。 

→ １（１）の課題に対応するため、住民票に加えて新たな個人認証

の基盤を検討することが求められている。 

 

（２）「ライフスタイルや家族形態の変化」への対応 

   → １（２）の課題に対応するため、現在の住民基本台帳制度につい

て、個人の一生を確実に公証し、確認できる基礎台帳（公証・確認

基盤）としての位置付けに改めるなど｢より長期の時間軸における居

住関係の公証｣を行うことが求められている。 
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（参考）検討の前提となる制度の概要 

〇住民票（住民基本台帳法第６条に基づき作成） 

・目的：市町村における住民の現在の居住関係（現住所）の公証 

・記載事項：氏名、生年月日、性別、住所、世帯主氏名・続柄、戸籍の

表示（本籍及び筆頭者氏名）、マイナンバー、住民票コード

等 

・作成主体：住所地市町村 

・消除される事由：住民の死亡、転出（海外転出も含む。）など 

・除票の保存期間：５年（住民基本台帳法施行令第34条） 

 

〇戸籍の附票（住民基本台帳法第16条に基づき作成。法務省との共管） 

  ・目的：住民票の氏名等の情報と戸籍の氏名等の情報の一致（住民票の

氏名等の情報は、戸籍の氏名等を基に記載しており、これと一

致させることにより住民票の正確性が確保される） 

     → 氏名等の情報や住所等の情報に変更があった場合は、住所地

市町村と本籍地市町村間の通知を行う必要があり、戸籍の附票

によって当該通知が可能となる。 

・記載事項：戸籍の表示（本籍及び筆頭者氏名）、氏名、住所、住所を定

めた年月日等 

→ 住民票の住所が変更される度に戸籍の附票にも新しい

住所が記載され、これまでの住所の履歴が記載される。 

→ 在外選挙人名簿に登録された者は、戸籍の附票にその旨

及び登録された市町村名を記載。（戸籍の氏名等が変更さ

れた場合は、戸籍の附票を介して、在外選挙人名簿登録市

町村（主に最終住所地市町村）の選挙管理委員会に通知が

行われる） 

・作成主体：戸籍を管理する市町村（戸籍を単位に作成） 

・消除される事由：戸籍に記載されている者全員が死亡した場合、戸籍

が消除され、戸籍の附票も消除。他の市町村に転籍

した場合にも、戸籍が消除され、戸籍の附票も消除。

戸籍がある限り戸籍の附票も存在 

・除票の保存期間：５年（住民基本台帳法施行令第34条） 
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○マイナンバー 

･社会保障、税、災害対策の分野での公正公平な負担と給付や、情報連

携による効率的な住民サービスの実現のため、複数の機関に存在する

特定の個人の情報が同一人の情報であるということを確認するための

基盤として創設されたマイナンバー制度において、個人の特定を確実

かつ迅速に行うことを可能とするために用いられる分野横断的な共通

の「見える番号」（＝マイナンバー）。 

・マイナンバーは、住民票コードを基に生成される12桁の番号であり、

市町村長が指定して住民票に記載される。 

・市町村長は、指定したマイナンバーを通知カードにより住民に通知す

る。 

 

○マイナンバーカード 

・住民の申請に基づいて、市町村長から交付されるもの。番号確認書類

や本人確認書類として利用されている。 

・マイナンバーカードには、電子証明書（署名用電子証明書・利用者証

明用電子証明書）を格納することが可能。 

 

第２ 「グローバル化社会」「インターネット社会」への対応 

１．海外転出者のマイナンバー及び公的個人認証制度の基礎となる新たな

認証基盤 

（１）制度の基礎となる新たな認証基盤 

① 住民票の除票 

○ 住民票は、海外転出時に消除されるため、住民票を海外転出者の

認証基盤とすることは困難。 

○ 住民票の除票（又は第３で検討する住民票除票簿（仮称））を基

礎とすることも考えられるが、除票は、除票となった時点の記載事

項を公証。その後の死亡・氏名変更等の情報を反映できない。 

→ 住民票の除票は、海外転出者のマイナンバー及び公的個人認証制

度の基礎となる認証基盤にはなり得ないのではないか。 

    

② 戸籍の附票 

○ 戸籍の附票（以下「附票」という。）は、住民票の氏名等の情報を

戸籍の氏名等の情報と一致させるため、住民基本台帳法に基づき作
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成されるものである。また、海外転出後も、最終住所地市町村との

つながりを維持するものとして活用されている。 

   → 住民票の氏名等の情報を戸籍の氏名等の情報と一致させるものと

して使用されている附票を活かし、海外転出者に関する公証機能を

支える新たな認証基盤として活用することができるのではないか。 

 

③ 海外転出者の住民票の除票に係る特例の新設 

○ ①のとおり、除票は、除票となった時点の記載事項を公証するも

のであり、その後の死亡・氏名変更等の情報を反映することはでき

ない。 

→ 一方、海外転出者の除票に限り、特例的に海外転出後の死亡・氏

名変更等の異動情報を付記することも考えられるのではないか。 

→ 海外転出者に係る死亡・氏名変更等の情報を管理する市町村から

最終住所地市町村に対し、その情報を通知する仕組みを構築するこ

ととすれば、海外転出後に異動情報を付記する除票（以下「特例海

外転出者除票（仮称）」という。）を、海外転出者に関する公証機能

を支える新たな認証基盤として活用することができるのではないか。 

 

（２）新たな認証基盤に関する論点 

→ 上記の整理を踏まえつつ、海外転出者のマイナンバー及び公的個人

認証の基礎となる新たな認証基盤を検討する場合、以下の論点につい

て、検討を行うことが必要となるのではないか。 

 

① 附票を認証基盤とする場合 

（ⅰ）生年月日及び性別の追加 

    ○ 附票は、戸籍の表示（本籍及び筆頭者氏名）、氏名、住所、住所

を定めた年月日などが記載事項となっている。 

    → 海外転出者のマイナンバー及び公的個人認証制度の基礎となる

新たな認証基盤とするためには、本人を同定するために必要な事

項として、性別及び生年月日を追加することが必要ではないか。 

 

（ⅱ）住所の程度をどうするか 

    ○ 市町村が海外転出後の住所を詳細に認定することや、交通手段

に制限もある海外において国内同様に住所異動届を義務付ける
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ことは極めて困難。 

    → 海外転出者の住所の認定は行わず、「国外」と公証することが現

実的ではないか。 

 

（ⅲ）マイナンバーを記載事項とするか 

    ○ 附票を海外でもマイナンバーを維持する新たな認証基盤とする

ならば、附票にマイナンバーを転記することも考えられる。 

○ しかしながら、身分事項を管理する戸籍を単位として作成され

る附票に、民間でも取扱い可能な｢見える番号｣として設計されて

いるマイナンバーを記載することは、プライバシーの観点から適

当ではない。 

→ 一方、最終住所地市町村で管理されている住民票の除票におけ

る同一人のマイナンバーの確認・参照を行うことにより、海外転

出時点のマイナンバーを公証することが考えられるが、この場合、

確実に本人を同定するためには、附票に住民票コードを記載する

ことが必要ではないか。 

    → なお、住民票コードの性格に鑑み、附票の写しの交付に当たっ

ては、正当な理由がある者からの特別な請求がない限り、住民票

コードを省略すべきではないか。 

 

   ② 特例海外転出者除票（仮称）を認証基盤とする場合 

（ⅰ）記載事項について 

→ 海外転出者のマイナンバー及び公的個人認証制度の基礎となる

新たな認証基盤とするためには、住民票の除票に、海外転出時に

おける死亡や氏名、生年月日、性別の変更等の異動情報を付記可

能とすることが必要ではないか。 

 

２．マイナンバーの海外継続利用 

（１）マイナンバーの海外継続利用の考え方 

  → マイナンバーは、「納税者番号」であり、「社会保障番号」でもあ

る。海外転出後も、国内源泉所得に応じ確定申告等が必要となって

おり、各国の税務当局は租税条約に基づき非居住者に係る税務情報

の交換を行っている。また、海外転出後も、支給要件を満たせば年

金の受給申請が可能となるものとされている。 
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→ 海外転出後も、個人を特定する必要がある制度の適正な運営のた

め、根拠ある形でマイナンバーを活用できるようにすることが必要

ではないか。この場合において、海外転出者も含めて、社会保障や

税の給付と負担の公平化、各種行政事務の効率化が図られることと

なるのではないか。 

→ 一方、現行のマイナンバー制度の体系を踏まえれば、以下のよう

な一定の制度的な限界が生じ得ることにも留意する必要があるの

ではないか。 

 

① 附票を認証基盤とする場合 

（ⅰ）マイナンバーの変更 

    → １（２）①（ⅲ）のとおり、海外転出者については、附票を介

して住民票の除票によってマイナンバーを公証することとなり、

海外転出者については、海外在住のままでマイナンバーの変更を

認めることは困難ではないか。 

 

（ⅱ）マイナンバーが付番されていない者の取扱 

    ○ マイナンバーを海外においても継続的に利用可能とすれば、マ

イナンバー法施行時点において住民でなかった海外在留邦人に

も付番すべきではないかという論点が生じ得る。 

→ マイナンバーは、住民票に記載された住民票コードを基に生成

されること、海外転出者のマイナンバーは、住民票の除票によっ

て公証することを検討していることを踏まえれば、困難ではない

か。 

    → また、海外在留邦人の住所を詳細に把握することは困難ではな

いか。各国において日本同様の精度の高い個別配達を行う郵便制

度があるとは限らないことから、通知カードを送付することも技

術的に困難ではないか。（ただし、実施する環境が整う場合には、

通知カードを郵送等により送付し、例えば在外公館において対面

で交付することも考えられるか。） 

 

（ⅲ）付番された外国人が出国した場合の取扱 

    ○ 外国人は日本人と異なり、出国した場合において、氏名等の異

動内容を継続的に反映することが可能な認証基盤が存在しない。 
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→ マイナンバーを継続して公証することは困難ではないか。 

 

② 特例海外転出者除票（仮称）を認証基盤とする場合 

（ⅰ）マイナンバーの変更 

○ 国内においてマイナンバーは、基本４情報が記載された住民票

に記載され、住所地市町村によって管理されているものである。

（例えば、国内において転出届を提出したにもかかわらず、転入

届を行わなかった場合、マイナンバーの維持はできなくなるもの。） 

→ よって、海外転出後、市町村において海外で定めた住所の届出

を受けることが極めて困難であり、住所を「国外」と公証するこ

とに鑑みれば、マイナンバーの変更を認めることは困難ではない

か。 

 

（ⅱ）マイナンバーが付番されていない者の取扱 

（ⅲ）付番された外国人が出国した場合の取扱 

→ 留意すべき点及びその考え方は、附票を新たな認証基盤とする

場合と同様と考えられるのではないか。 

 

３．マイナンバーカードの海外継続利用 

（１）マイナンバーカードの海外継続利用の考え方 

→ 仮に、海外転出者についてもマイナンバー等の公証が可能となれ

ば、マイナンバーカードについても海外継続利用が可能となるので

はないか。 

→ これにより、番号確認・本人確認書類としての活用や電子証明書

の格納媒体としての活用が可能になるのではないか。 

→ 海外においてマイナンバーカードを継続的に利用可能とするため

には、以下の論点について検討を行うことが必要となるのではない

か。 

 

① カード記録事項変更事務の実施主体･カードに記載する住所 

     → カード記録事項を変更する事務は、海外転出に際し対面で転出

届を受理する最終住所地市町村にて実施することが適当ではない

か。 
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→ また、海外転出者の住所を「国外」と公証するならば、カード

記録事項（券面記載及びカード内部記録事項）の住所も「国外」

とすべきではないか。 

 

② カード記録事項の変更 

    ○ 現行、氏名等カード記録事項に変更があった場合、マイナンバ

ー法に基づき、住所地市町村にカードを提出し、カード記録事項

を変更する義務がある。 

    → これを踏まえれば、海外にて氏名等の変更があった場合、新た

な認証基盤を管理する市町村（以下「認証基盤管理市町村」とい

う。）に出向いてカード記録事項の変更を行わなければならない

こととし、これが行われない場合は、カードを失効させることが

原則ではないか。 

    → 海外にて氏名等の変更がある場合は、多くの場合、在外公館に

対し戸籍法上の身分変更の届出を行う。在外公館で実施する環境

が整い、協力を得られるならば、当該手続の際に併せて券面記載

事項変更を行うことも考えられるのではないか。（ただし、カード

内部記録事項をどのように取り扱うか検討が必要。（券面記載事

項の改ざん検知のためデータを残存させるか、あるいは海外にお

ける利用場面が想定しにくいことから、海外転出に際しあらかじ

めデータを消去するか。）） 

    → 新規カードを認証基盤管理市町村で作成して郵送等により送付

し、例えば、実施の条件が整い、在外公館にて対面で本人確認を

行った上で交付することができるならば、本人が認証基盤管理市

町村に出向くことなく、カード記録事項の変更を行うことが可能

となるのではないか。 

 

③ カードの更新 

    ○ マイナンバーカードの有効期間は、原則、カード発行の日から

10回目の誕生日まで（20歳未満は５回目の誕生日まで）。 

    ○ マイナンバーカードの更新は対面で本人確認を行った上で行う

もの。その際、電子証明書の更新もあわせて行うことが必要。 

→ 海外転出に当たってマイナンバーカードを更新するということ

も考えられるのではないか。 
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→ 海外において更新が必要となった場合においては、認証基盤管

理市町村に出向いて行うことを原則とすべきではないか。 

    → なお、新規カードを認証基盤管理市町村で作成して郵送等によ

り送付し、例えば、実施の条件が整い、在外公館にて対面で本人

確認を行った上で交付することができるならば、本人が認証基盤

管理市町村に出向くことなく、更新することが可能となるのでは

ないか。 

 

４．電子証明書の海外利用 

（１）電子証明書の海外利用の考え方 

→ 仮に、死亡した場合や婚姻等に伴い氏名変更が生じた場合に異動

内容が反映される新たな認証基盤を基礎として制度を構築するなら

ば、利用者証明用電子証明書及び署名用電子証明書が利用可能とな

るのではないか。 

→ 海外において電子証明書を利用可能とするためには、以下の論点

について検討を行うことが必要となるのではないか。 

 

① 海外において電子証明書の活用可能性がある手続 

    → 海外にて必要な手続のうち、本人確認が必要とされているが、

対面で行う必要まではなく、手続時に氏名、生年月日、性別を用

いて本人確認を行っている事務について、活用の可能性があるの

ではないか。 

    → 各制度を所管する省庁や地方公共団体において、手続をオンラ

イン化する制度改正やシステム構築を行うことが前提となるが、

以下の事務などでの活用が想定し得るのではないか。 

（例）在外選挙関係手続（投票用紙の請求、投票）、年金関係手続

（現況届等）など 

 

② 電子証明書を発行する事務の実施主体・電子証明書に記載する住

所    

○ 電子証明書発行のためには、対面で本人確認の上、セキュリテ

ィの確保された安全な回線を用いて、地方公共団体情報システム

機構（以下「J-LIS」という。）から暗号鍵及び電子証明書を受け

取り、マイナンバーカードに記録した上で申請者に交付すること
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が必要。 

    → これらの点や申請者の利便を考慮すれば、海外にて利用する電

子証明書の提供事務は、海外転出に際し対面で転出届を受理する

最終住所地市町村において実施することが適当ではないか。 

→ 署名用電子証明書について、海外転出者の住所を「国外」と公

証するならば、その電子証明書に記載する住所も同様に「国外」

とすべきではないか。 

 

③ 電子証明書の有効期間 

    ○ 現行の公的個人認証制度における電子証明書の有効期間は、原

則、電子証明書発行の日から５回目の誕生日まで。 

    ○ この年限は、｢暗号の危殆化｣の観点から定められているもの。 

    → 電子証明書の海外利用に際してもこの観点は同様であり、電子

証明書の有効期間は、国内同様とすべきではないか。 

 

    ○ なお、主要国における就業・就労の在留資格（VISA）は最長で

も概ね５年を超えない状況にあるなど、５年を超えて海外に滞在

し続ける者の割合は、相対的に少ない。 

→ 上記の有効期間としても、一時帰国の際に認証基盤管理市町村

にて更新することとすれば、海外転出者の利便を著しく低下させ

るものとまではならないか。 

 

④ 電子証明書の更新 

    ○ 氏名変更や有効期間経過により電子証明書が失効した場合、新

たに電子証明書を発行することが必要。その際、対面での本人確

認など発行時同様の手続が必要。 

    → 海外において電子証明書の更新が必要となった場合は、認証基

盤管理市町村に出向いて行うことを原則とすべきではないか。 

    → なお、例えば在外公館にて、対面による本人確認を行った上で、

更新後の電子証明書を搭載した新規カードを認証基盤管理市町

村で作成し、これを郵送等により送付の上、対面で交付すること

ができるならば、本人が認証基盤管理市町村へ出向くことなく、

電子証明書の更新を行うことが可能となるのではないか。 

    → 他方、署名用電子証明書について、海外における公的個人認証
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制度の利便性を向上させる観点から、海外において氏名等の変更

が発生したとしても、電子証明書を失効させず、併せて変更後の

氏名等を伝える仕組みを構築することも考えられるのではない

か。 

 

５．新制度を構築するために必要となるシステム対応等 

（１）附票を認証基盤とする場合 

① 基本的な考え方 

○ 現在、法務省や法制審議会において、戸籍副本データ管理システ

ムの仕組みを利用し、関係行政機関との情報連携や各市町村にお

いてデータ参照を可能とするシステムを構築する方向で検討が行

われている。 

○ マイナンバー制度における情報連携を行うためには、確実に本人

を同定することが必要であり、これを正確に行うため、附票に住民

票コードを記載する案が議論されている。 

→ この状況や、海外転出者のマイナンバーカード及び電子証明書に

ついて、J-LISが運用するシステム等を活用して市町村等が事務を

行うことに鑑みると、附票について、附票管理システム（仮称）を

構築することが必要ではないか。 

→ また、現在、戸籍の届出等の受理市町村と住所地市町村において

郵送でやりとりを行っている住民基本台帳法第９条第２項に基づ

く住民票記載事項通知等について、全て電子的に行うことが可能

となるのではないか。 

→ さらに、附票の記載事項に性別・生年月日を追加する対象者を、

海外転出者のみならず全住民とすれば、附票管理システム（仮称）

に設置する附票管理全国センター（仮称）において、常時住基全国

センターと同一の本人確認情報を保持することが可能となるので

はないか。 

→ 大震災等の大規模災害などにより住基全国センターに障害が発

生したとしても、本人確認情報のバックアップセンターとしての

活用が可能となるのではないか。 

→ それぞれのセンターのデータを定期的に突合し、その結果を市町

村にフィードバックすれば、住民票や附票に記載される氏名・住所

などの記載事項の精度が向上する効果も見込まれるのではないか。 
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→ なお、附票管理全国センター（仮称）を住基全国センターから地

理的に離れた場所に設置すれば、より確実かつ安全性の高いバッ

クアップセンターとして、日本社会における住民サービス提供の

基盤を維持する役割を担うことが期待できるのではないか。 

→ 関連するシステムの構築に当たっては、そのシステムの規模や

扱う情報に応じた適切な個人情報保護措置を講じる必要があるの

ではないか。 

    → なお、附票管理システム（仮称）は全国民を対象とするため、第

３．２（５）において後述するシステムとしても活用可能となるの

ではないか。 

→ 仮に、附票管理システム（仮称）を構築することとすれば、以下

の論点について検討を行うことが必要となるのではないか。 

 

② 附票管理システム（仮称）で管理する情報 

    → 住基全国センターの本人確認情報のバックアップとしての性格、

海外転出者のマイナンバーカードの記載事項・失効管理、電子証

明書の失効管理等の事務における本人同定のために必要な情報

に鑑みれば、基本４情報・住民票コードの管理が必要となるので

はないか。 

 

③ 附票管理システム（仮称）の構成 

    → 上記のような附票管理システム（仮称）の性格に鑑みれば、住

民基本台帳システムとは別に、戸籍・附票システムとの連携を可

能とするコミュニケーションサーバ（以下「附票CS（仮称）」とい

う。）を設置し、都道府県サーバを経由して附票管理全国センター

（仮称）に情報を通知することが考えられるのではないか。 

→ 回線としては、住民基本台帳ネットワーク回線を活用し、カー

ド管理システム及び公的個人認証システムと連動させることも必

要ではないか。 

 

④ 附票管理システム（仮称）を活用して行う事務 

    → 現時点において活用が想定される事務は以下のとおりであるが、

附票管理システム（仮称）の構成や管理する情報を踏まえ、引き

続き検討を行うことが必要ではないか。 
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     ・ 住基全国センターのデータと附票管理全国センター（仮称）

のデータを定期的に突合し、データの不整合があった場合に、

市町村にフィードバックを行う事務。 

     ・  海外転出者のマイナンバーカードの記載事項管理・失効管理、

電子証明書の発行・失効管理等を行う事務。 

     ・ 税務当局等、国・地方の機関による附票管理全国センター（仮

称）を活用した海外在留邦人の氏名、生年月日、性別、マイナ

ンバーの確認事務。 

          ・ 住民基本台帳法第９条第２項に基づく住民票記載事項通知等

の事務。 

 

（２）特例海外転出者除票（仮称）を認証基盤とする場合 

① 基本的な考え方 

→ 最終住所地市町村が管理する特例海外転出者除票（仮称）を用

いることから、住民基本台帳ネットワークシステムの活用が基本

となるのではないか。 

→ 海外転出者に係るマイナンバーカード記載事項・失効管理や電

子証明書の失効管理を確実に行うためには、海外転出者に係る死

亡・氏名変更等の情報を管理する市町村から最終住所地市町村に

対し、その異動情報を電子的に送信する仕組みを構築することが

必要となるのではないか。 

→ この仕組みが可能となれば、現在、戸籍の届出等の受理市町村

と住所地市町村において郵送でやりとりを行っている住民基本台

帳法第９条第２項に基づく住民票記載事項通知等について、全て

電子的に行うことも可能となるのではないか。 

→ 関連するシステムの構築に当たっては、そのシステムの規模や

扱う情報に応じた適切な個人情報保護措置を講じる必要があるの

ではないか。 

 

② システムの構成 

→ 既存住基システムに特例海外転出者除票（仮称）を保存すると

ともに、都道府県センター及び住基全国センター等に、特例海外

転出者除票（仮称）管理システムを構築することとし、カード管

理システム及び公的個人認証システムと連携させる必要があるの



 

15 

ではないか。 

→ また、各市町村が、海外転出者に係る死亡・氏名変更等の情報

を最終住所地市町村に通知可能とするためのサーバを設置し、住

民基本台帳ネットワークに接続させる必要があるのではないか。 

 

   ③ 当該システムを活用して行う事務 

    → 現時点において活用が想定される事務は以下のとおりであるが、

システム構成や、管理に必要な情報を踏まえ、引き続き検討を行

うことが必要ではないか。 

・ 海外転出者のマイナンバーカードの記載事項管理・失効管理、

電子証明書の発行・失効管理等を行う事務。 

     ・ 税務当局等、国・地方の機関による住基全国センターを活用

した海外在留邦人の氏名、生年月日、性別、マイナンバーの確

認事務。 

     ・ 住民基本台帳法第９条第２項に基づく住民票記載事項通知等

の事務。 

 

６．新たな認証基盤に関する特徴・課題等について 

  → これまでの検討を踏まえ、海外転出者のマイナンバー及び公的個人

認証制度の基礎となる新たな認証基盤について特徴や課題を整理する

と以下のとおりとなるのではないか。 

 

（１）附票を認証基盤とする場合 

   ① 特徴 

    → 住民票の氏名等の情報を戸籍の氏名等の情報と一致させるもの

として使用されている附票について、仮に性別及び生年月日を追

加すれば、最新の氏名・性別・生年月日を公証することが可能と

なるのではないか。 

→ 附票の記載事項に性別・生年月日を追加する対象者を全住民と

すれば、附票管理全国センター（仮称）において、常時住基全国

センターと同一の本人確認情報を保持するバックアップセンター

としての活用が可能となるのではないか。 

    → 現在、戸籍の届出等の受理市町村と住所地市町村において郵送

でやりとりを行っている住民基本台帳法第９条第２項に基づく
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住民票記載事項通知等について、全て電子的に行うことも可能と

なるのではないか。 

 

   ② 課題 

    → 住民票の氏名等の情報を戸籍の氏名等の情報と一致させるもの

として使用されている附票について、認証基盤としての戸籍・住

民票に加えて、性別・生年月日を追記して、第三の認証基盤とす

る制度を新たに設けることをどう考えるか。 

→ 附票については、法務省との共管であるところ、法務省との十

分な協議が必要となるのではないか。 

→ 海外転出者の認証基盤の制度を設けることを端緒として、全国

民について附票の記載事項に性別・生年月日を新たに記載するこ

とをどう考えるか。（平成28年海外在留邦人：約134万人） 

→ 別案と比較して、費用対効果をどう考えるか。 

 

（２）特例海外転出者除票（仮称）を認証基盤とする場合 

   ① 特徴 

    → 海外転出者に係る死亡・氏名変更等の情報を管理する市町村か

ら最終住所地市町村に対し、その異動情報を電子的に送信する仕

組みを構築することにより、最新の氏名・性別・生年月日を公証

することが可能となるのではないか。 

    → 住民基本台帳ネットワークシステムの一部改修により対応する

ことも可能ではないか。 

    → 現在、戸籍の届出等の受理市町村と住所地市町村において郵送

でやりとりを行っている住民基本台帳法第９条第２項に基づく

住民票記載事項通知等について、全て電子的に行うことも可能と

なるのではないか。 

    

② 課題 

    → 居住関係の公証を目的とする住民基本台帳制度において、除票

は単に過去の記載事項を保存しているものに過ぎないが、除票と

なった時点以降も変更情報を反映させることをどう考えるか。 

→ 海外転出者のみを対象とするシステムを新たに構築することを

どう考えるか。（平成28年海外在留邦人：約134万人） 
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→ 別案と比較して、費用対効果をどう考えるか。 

 

第３ 「ライフスタイルや家族形態の変化」への対応 

１．住民票等の除票の保存期間の延長の要否 

  ○ 所有者不明土地問題では、例えば地方公共団体が公共事業を行う際

に取得が必要な土地について、その土地に係る不動産登記簿の登記名

義人が、当該不動産登記簿に記載された住所から複数回引越をしてい

たり、相続登記がなされていなかったりするなどして、最新の情報に

なっていない場合には、過去の住所から現在の住所をたどって真の土

地所有者を特定する必要がある。 

  ○ また、休眠預金を利用する際、当時の住所と現住所の確認が必要。

車の廃車、譲渡及び住所変更手続の際、車検証に記載された住所から

所有者が複数回引越をしている場合には、当時の住所と現住所の確認

が必要である。 

  → 個人の過去の住所を把握することが可能な住民票等の除票が廃棄さ

れていると現住所が確認できないこと、また、前述のマイナンバーの

海外継続利用への対応も踏まえれば、住民票等の除票の保存期間を延

長することが必要ではないか。 

 

  ○ 様々な場面で、これまで住民票等の除票の保存期間の延長が取り上

げられてきた中で、市町村からは次のような意見がある。 

・ 居住関係の公証という住民票等の主たる目的に照らして、除票上

の過去の個人情報を一律長期に保存することが適当か。 

・ 長期に保存する場合、保存ディスクの増量、増加する証明書発行

業務に係る人員の確保が必要。 

・ システム更新の際、旧システムからの除票データの移設にコスト

がかかる。 

・ 旧システム上に除票データを残している市町村では、老朽化によ

りデータ消失のおそれもある。 

・ 電算化以前の除票を紙保存する市町村では、保存場所の確保が必

要であり、また、証明対象者の検索の事務負担が大きい。 

  → 市町村の実態は様々であることから、その現状を調査し、住民票等

の除票の保存期間を延長した場合のコスト・人員の面での影響につい

て検討することが必要ではないか。 
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  ○ 戸籍と附票が電算化されていない団体が４団体（北海道夕張市、東

京都御蔵島村、新潟県加茂市、京都府笠置町）ある。これらの団体は

電算化を検討中。 

→ 仮に電算化がされていなくても、附票の除票としては紙媒体で保存

すればよいのではないか。また、前述の電子証明書やマイナンバーの

海外継続利用に関しては、附票CS（仮称）に必要な情報を記録するこ

とにより対応可能ではないか。 

 

２．住民票等の除票の保存期間の年数等 

（１）住民票等の除票の保存期間の年数 

   ○ 住民票の除票については、除票に記載されている個人情報を長期

間保有していることが不適当であり、また、市町村にとって負担と

なるため、その保存期間が５年とされている。 

   ○ 附票の除票の保存期間は、住民基本台帳法に基づくものであるた

め、住民票の除票と同様、５年（一定の在外者等は150年）とされ

ている。 

   → 個人の一生の居住関係を公証し、また、確認できるようにすると

ともに、海外転出者のマイナンバーの海外継続利用に対応するため

には、人の寿命を踏まえた年数設定をすることが必要ではないか。 

   → 具体的には、110代、120代の最高齢記録もあり、また、寿命が長

くなることも予想されること、戸籍の除籍簿の保存期間や在外者等

に係る附票の除票の保存期間が150年であることを踏まえると、150

年が適当ではないか。 

 

（２）住民票等の除票の種類 

   ○ 例えば、ある書類に記載されている住所地の市町村において、住

民票の除票が廃棄されていると、現住所までたどり着けない。 

   ○ ある書類に記載されている住所地の市町村において、たまたま住

民票の除票が保存されていても、そこから転出した先の市町村で住

民票の除票が保存されていなければ、本籍地市町村の附票を確認す

ることとなるが、その附票の除票が保存されていなければ、現住所

が確認できない。 

   ○ ある書類に記載されている本籍地の市町村において、附票の除票
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が廃棄されていると、現住所が確認できない。 

   → 両方の除票の保存期間を延長することが必要ではないか。 

 

（３）住民票等の除票の位置付け 

   ○ 除票の写しの交付について住民基本台帳事務処理要領に基づき住

民票等の写しの交付に準じて取り扱うとされている。 

   ○ 戸籍法においては、一戸籍内の全員をその戸籍から除いたときに、

その除かれた戸籍を 150 年間保存することとされているが、「除か

れた戸籍」を「除籍簿」と規定するとともに、除籍簿の謄抄本の交

付などの規定も置かれている。 

   → 住民票等の除票の保存期間を150年という長期間とする場合、住

民基本台帳法施行令第 34 条の除票の保存期間の規定を 150 年に改

正するだけで、「残っているもの（除票）を残っている限りで使う（公

証する）」というこれまでの位置付けを変えないことは不十分ではな

いか。 

   → このため、住民票等の除票を「必要とされる様々な場面で使う（確

実に公証する）」ものに位置付けを改め、当該除票を「住民票除票簿」

（仮称）、「附票除票簿」（仮称）とするとともに、これらに関する規

定を住民基本台帳法に置き、記載事項や写し等の交付の請求又は申

出などに関する規定も整備することが必要ではないか。 

   → 所有者不明土地問題などで過去の居住関係の公証を行うニーズに

対応するため、自主的に法令上の除票の保存期間を超えて除票を保

存し、各市町村の個人情報保護条例等に基づきその除票の写しの交

付を行ってきた団体にとって、法令上の位置付けが明確化すること

になるのではないか。 

 

（４）住民票除票簿（仮称）及び附票除票簿（仮称）の保存期間の長期化

に伴う個人情報保護の観点での対応 

   ○ 住民票の写し等については、例えば第三者（個人、法人）は、自

己の権利行使・義務履行のため、国・地方公共団体の機関に提出す

る必要があるためといった場合に交付申出が可能（附票の写しも同

様。住民票等の除票は、これらの取扱いに準じている。）。 

   ○ 他方、身分事項を公証する戸籍については、除籍簿となり150年

保存となっても、その謄本等の交付の請求に関しては、戸籍の謄本
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等の交付の請求の規定が準用される。 

   ○ 居住関係の公証という住民票等の主たる目的に照らして除票上の

過去の個人情報を一律長期に保存することが適当かという意見や、

過去の居住関係についていつまでも公証・確認されることを望まな

い者もいるという意見もある。 

   → こうした意見も踏まえると、住民票除票簿（仮称）及び附票除票

簿（仮称）の保存期間が150年に長期化することに伴い、個人情報

保護の観点から、請求主体や請求事由などを限定することも考えら

れる（請求主体の制限（第三者）、請求事由･公証事項の制限など）

が、一方で、戸籍の取扱い等を踏まえると、正当な理由がある限り

交付の請求又は申出を認める必要があるとも考えられるのではない

か。 

 

   ○ 住民票除票簿（仮称）及び附票除票簿（仮称）の保存期間が 150

年と長期化することに加え、職員による住民基本台帳情報の業務目

的外利用の事案も発生している。 

→ 住民票除票簿（仮称）及び附票除票簿（仮称）に限らず幅広く住

民基本台帳情報全般についての業務目的外利用、第三者による不正

取得、不正アクセスの防止策を講じること（罰則規定の創設や偽り

その他不正の手段により住民票の写しの交付を受けた者は 30 万円

以下の罰金に処する旨の規定の強化等）について、検討が必要では

ないか。 

 

（５）住民票除票簿（仮称）及び附票除票簿（仮称）の創設に伴う住所履

歴検索の可能性について 

○ 住民票除票簿（仮称）及び附票除票簿（仮称）の保存期間を 150

年とすれば、日本国に居住する全住民に関し、出生時から現住所地

に転入するまでに居住した市町村等において、かつて居住したこと

を公証する住民票等の除票が保存されることとなる。 

→ 住民票の除票には住民票コードが記載され、附票にも住民票コー

ドを記載する案が現在議論されていることを踏まえれば、個人情報

保護に配慮することを前提としつつ、住民票コードをキーとして、

過去の住所やその履歴を必要に応じて検索することも考えられるの

ではないか。 
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第４ その他 

１．電子証明書の多様化 

（１）検討の背景 

   → パソコンの世帯保有率が減少し、スマートフォンの保有率が急上

昇している中、「日本再興戦略 2015」をはじめとした累次の閣議決

定において、「個人番号カードの公的個人認証機能について…スマー

トフォンへのダウンロードを実現」することが求められている。 

   → また、累次の閣議決定で取組が求められている医療保険の資格確

認のオンライン化、顔写真のない健康保険証により発生しているな

りすましへの対応に、マイナンバーカードの電子証明書の活用が検

討されているが、認知症患者や意識不明の患者の利用も想定される

ため、ＰＩＮ入力を要さずとも電子証明書を活用できるよう対応す

る必要が生じている。 

 

（２）スマートフォン向けに搭載する電子証明書 

   ○ マイナンバーカードの電子証明書は、①対面での本人確認、②秘

密鍵の安全・確実な配送を確保して発行されることで、様々な取引

に用いられる高い信用を確保。 

→ スマートフォンの電子証明書を発行する場合には、同等の信用を

確保するため、①②を担保することが必要となるのではないか。 

 

○ スマートフォンについては、様々な点でマイナンバーカードと異

なる（常時インターネットに接続、複数台所持が可能、カードの顔

写真表示がない、ＳＩＭカードの分離が容易等）。 

→ ③電子証明書を受け取った側がスマートフォンの電子証明書であ

ることを確認できる仕組みが必要ではないか。 

→ スマートフォンの電子証明書を発行する場合には、①から③まで

を担保できるよう、公的個人認証法令上明確に位置付けることを検

討すべきではないか。 

 

（３）ＰＩＮ入力を要しない認証方式 

   ○ ＰＩＮ入力を要しないこととした場合、それ単独では、本人認証

まではできないが、用いられたマイナンバーカードに「有効な電子

証明書が記録されていること」は確認可能。 
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→ 例えば、マイナンバーカードの券面情報（顔写真、基本４情報）

による対面での本人確認を組み合わせれば、現行制度とは利用場面

が異なる、新たな認証として仕組むことも可能となるのではないか。 

→ この場合には、新たな電子証明書の利用方法となるため、公的個

人認証法令上明確に位置付けることが必要ではないか。 

 

２．システム等の在り方 

  ○ 住民基本台帳事務・マイナンバー事務を担う基礎自治体は、本格的

な人口減少・超高齢社会を背景とした行政部門の人員の減少、引き続

き厳しい財政状況といった課題に直面している。 

  ○ こうした状況の下で、住民票除票簿（仮称）及び附票除票簿（仮称）

の創設、これら除票簿（仮称）の保存期間の延長、電子証明書やマイ

ナンバーの海外での利用など、住民基本台帳制度・マイナンバー制度

の見直しを行うことを検討している。 

  → 仮にそのようなことを行うこととなるのであれば、以下の点にも留

意し、将来に向けて、効率的・効果的なシステム改修・体制整備など

を行っていく必要があるのではないか。 

   ・ 民間委託や地方独立行政法人の活用により、持続可能な形で質の

高い行政サービスを提供できる体制を整える。 

   ・ システムのクラウド化等により、システム構築・運営にかかるイ

ニシャルコスト・ランニングコストの低減に取り組む。 

   ・ その場合に、住民基本台帳事務・マイナンバー事務に係る台帳や

申請書の様式、事務処理プロセスの標準化により、事務処理の時間・

コストの効率化を図る。 

 

第５ 今後の検討の進め方 

○ 本中間報告は、人口減少・超高齢社会やグローバル化の時代を迎え

て関係各方面から求められている「より広範な空間軸における居住関

係の公証」や、「より長期の時間軸における居住関係の公証」について、

現在の住民基本台帳制度等を念頭に置いた上で、考え得る対応策につ

いて検討を行ったものである。 

○ これを実現しようとする場合には、我が国の住民サービス提供の基

盤となる住民基本台帳制度やマイナンバー制度等について、内外の諸

情勢の変化に伴う国民ニーズに応え得るものとして、新たな制度的展
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開を図っていくことになる。 

○ 今回、総務省において設置された研究会として中間報告をとりまと

めたものであるが、今後、関係省庁や地方公共団体、民間等の意見や、

システム改修や体制整備を進めるための費用や財源確保策など、様々

な角度から検討を行う必要がある。 

○ 特に、海外転出者のマイナンバー及び公的個人認証の基礎となる新

たな認証基盤については、附票及び特例海外転出者除票（仮称）の２

つの方式を提案したところであるが、今後、附票の共管省である法務

省や、事務を実施することとなる地方公共団体の意見を踏まえつつ、

法制面やシステム面、費用面を含めた比較検討を引き続き行うことが

必要である。 

→ 今後、総務省において関係省庁や地方公共団体、民間等から幅広く

意見を聴取し、本研究会としてさらに検討を深める必要がある事項に

ついて審議を進め、最終的な報告書のとりまとめを行うこととしては

どうか。 


